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本日の内容

１ これまでの取組

２ 現在の取組（令和６、７年度）

３ おわりに
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これまでの取組
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この場で話をする理由

令和６年度及び令和７年度に
厚生労働省の「地域調査」に応募
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これまでの取組

○ 令和６年７月時点、市町国保被保険者等の服薬状況を分析の上、服薬指導等
が必要と思われる重複・多剤服薬者を対象に、医療機関や薬局への服薬相談を
勧奨する事業を実施（重複：20市町、多剤：19市町）。

○ 平成29年度から令和４年度まで、広島県地域保健対策協議会※（医薬品の適
正使用検討特別委員会）（以下「地対協」という。）において、ポリファーマ
シーをテーマとした調査・検討や研修会を実施。
⇒多職種連携を図るため、令和２年度、医療・介護関係者向けに、患者が使用して
いる医薬品について困ったことがあれば薬局に気軽に相談できるツール（おくすり
相談シート）を作成し、令和３年度から一部地域で運用を開始した。

○ 令和４年度の国の高齢者医薬品適正使用推進事業に広島市薬剤師会が採択さ
れ、国が作成した指針や病院版業務手順書を地域で活用し、地域で活用する上
での課題等を整理。

※県民の健康保持増進に寄与する目的で設置されたもので、保健・医療・福祉に関する事項の調査・研究及び協議等を実施。その調査
研究結果をもって具体的な提言を行い、行政等の施策に反映させることが目的。
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いる医薬品について困ったことがあれば薬局に気軽に相談できるツール（おくすり
相談シート）を作成し、令和３年度から一部地域で運用を開始した。

○ 令和４年度の国の高齢者医薬品適正使用推進事業に広島市薬剤師会※※が採
択され、国が作成した指針や病院版業務手順書を地域で活用し、地域で活用す
る上での課題等を整理。

※県民の健康保持増進に寄与する目的で設置されたもので、保健・医療・福祉に関する事項の調査・研究及び協議等を実施。その調査
研究結果をもって具体的な提言を行い、行政等の施策に反映させることが目的。
※※平成30年3月に、広島市域薬剤師会を含む広島市域薬剤師会は、広島市内医師会（３医師会）、全国健康保険協会広島支部及び広
島市と協定を締結し、研修会や啓発活動を実施中。また、地域住民に対しても、「通いの場」等を活用した指導相談を実施。

県の地対協で作成したツールは、
・薬局に相談するのは敷居が高い
・お薬手帳で十分だと思う
といった理由により十分に活用されなかったが、
多職種へ実施したアンケート結果によると
ポリファーマシーについて薬局へ相談したい、
実施して欲しいとの要望も高く、
多職種連強化の必要性がうかがえた。

広島県は広島市薬剤師会の
ポリファーマシー対策の取組内容や課題を把握していない。
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この場で話をする理由
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この場で話をする理由
本調査における実施概要

１）本事業における担当者の設置

２）ポリファーマシー対策に係る会議体の設置・運営

３）地域ポリファーマシーコーディネーター・薬剤調整を支援する者

（薬剤調整支援者）の設置・運用

４）ポリファーマシー対策の普及啓発活動の実施

５）ポリファーマシー対策の効果検証

６）上記取組の報告

これまで見えた課題の解消につながるのでは？
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現在の取組（令和６、７年度）
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ポリファーマシー対策に係る会議体の設置・運営

《県の地対協》
機関区分
広島県医師会関係

団体 広島県歯科医師会
広島県薬剤師会
広島県看護協会
広島県訪問看護ステーション協議会
広島県介護支援専門員協会
広島大学大学院医系科学研究科学識

経験者 広島大学病院薬剤部
広島市健康福祉局保健部環境衛生課※行政
広島県健康福祉局薬務課

《広島市域で進める取組の構成機関》

既存の２つの会議体を構成機関とする新たな会議体の設置
県・市で顔の見える関係づくり

※新たな会議体にはオブザーバーとして参加

機関区分
広島市医師会関係

団体 安芸地区医師会
安佐医師会
広島市薬剤師会
安佐薬剤師会
安芸薬剤師会
広島佐伯薬剤師会
広島市健康福祉局保健部保険年金課※行政
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薬剤調整支援者と地域ポリファーマシーコーディネーター

患者単位の取組

薬剤調整を支援する者※
（薬剤調整支援者）

を中心に行う

地域単位の取組

地域ポリファーマシーコーディネーター※
を中心に行う

• 患者の処方薬の状況を把握し、調整を行う
• 医療機関や薬局との情報共有を行う

• 地域への普及啓発を行う
• 会議体の設置・運営を行う

※ 「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」（以下「地域版業務手順書」）におい
て便宜的に使用した用語であり、制度等において設置を義務付けるものではない

ポリファーマシー対策を始める際のキーマン
患者単位と地域単位とでキーマンは異なる

「地域におけるポリファーマシー対策
の普及啓発用資材」より抜粋、一部改変
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新たな会議体での議論

○ これまでも地域単位で薬剤師は普及啓発を行っており、一定程度の効果が出てい
る。また、かかりつけ薬剤師は、薬剤調整等を支援してきた。（薬剤師）

○ 複数のかかりつけ医がある場合、薬局から医療機関に服薬情報提供書（トレーシ
ングレポート）を活用した情報提供を行っても、医療機関が処方の適正化を行って
いくことは困難ではないか。（薬剤師）

○ 医師は自科以外の処方薬を調整することは難しく、ポリファーマシーが疑われる
患者について複数診療科受診などで調整相談先に悩む場合は、総合診療医に相談す
る仕組を作ってはどうか。（医師）

○ 症状が薬の副作用によるものであったとしても、患者にとっては老年症候群など
との見極めが難しいことが多いため、まずはポリファーマシーがどういうものか患
者・患者家族に伝えていくことが重要ではないか。（医師・薬剤師・看護師・学識
経験者）

○ 退院時は、病院薬剤師と地域薬剤師、地域の医師が患者と関わるチャンスでもあ
る。退院後の処方整理の理由等の情報が地域の診療所に連携されることが必要であ
り、「薬剤管理サマリー」の様式を活用や運用ルールを地域で定めてはどうか。
（薬剤師）
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薬を処方するのは医師
＝ポリファーマシーは医師の処方によって生まれる
⇒地域で対策を行うには診療所医師が相談する相手が必要
⇒医師のコーディネーター（総合診療医、総合内科医）を設
置してはどうか

ポリファーマシーに対する
患者・患者家族の理解を深める必要がある
⇒患者・患者家族向けの普及啓発を実施してはどうか

薬剤師による地域単位での普及啓発は引き続き実施
⇒地域単位で薬剤師コーディネーターを設置
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本県の取組

• 広島大学病院総合内科・総合診療科に医師の地域ポリファーマ
シーコーディネーターを設置・運用

• 広島市域薬剤師会及び三原薬剤師会に薬剤師の地域ポリファーマ
シーコーディネーターを設置・運用

• 県内全域に薬剤調整支援者（薬剤師）を設置

○ 地域版業務手順書に基づき、モデル的に地域ポリファーマシーコーディ
ネーター及び薬剤調整支援者設置・運用し、連携体制を構築

○ 医療・介護従事者向けの研修会の実施

○ 県民公開セミナーの実施

○ 患者・患者家族等向けにチラシを作成・配布

《医療・介護従事者を対象とした取組》

《患者・患者家族等を対象とした取組》



15/Hiroshima Prefectural Government

医師の地域ポリファーマシーコーディネーターの設置・運用
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医療・介護従事者向けの研修会

令和７年２月10日（月）実施
講師：日本医師会常任理事宮川政昭氏
演題：病院や地域におけるポリファーマシー対策の始め方と進め方
参加者：127名（医師14名、歯科医師2名、薬剤師90名、看護師2名、介護支援専門員12名、行政職員7名）
研修単位認定：日本医師会生涯教育講座1単位（CC:12（地域医療））  
アンケート結果等：
○ アンケート回答者の95%以上が、「ポリファーマシー対策への意欲が高まっ
た」「ポリファーマシー対策の必要性や進め方の理解度が高まった」と回答した。

○ 自由記載として、次のコメントがあった。（一部抜粋）
• 医師会役員の先生から、「ポリファーマシーを中心になって行うのは薬剤師」
と言われ、今後のポリファーマシー対策を行ううえでの勇気をもらった。

• 医師会と薬剤師会を基本にした多職種の連携が必要
• 医療従事者が同じ方向を向く必要があると思います。薬剤師がどれだけ減ら
そうと疑義照会しても処方箋を交付するのは医師であり、賛成されなければ処方
は変わりません。そして患者本人に減らしたい気持ちがなければ無理です。お互
いが丁寧に説明し、可能な限り薬剤数を減らしていくという同じ目標を持つこと
が大切だと感じました。

• 当事者、高齢者本人では、進めていけないので、家族が知識を得たり、多剤併
用問題を意識することが必要だと思う。
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医療・介護従事者向けの研修会

令和８年３月９日（月）開催 18時30分～20時

講師：国立長寿医療研究センター 薬剤部/長寿医療研修部
高齢者薬学教育研修室長 溝神文博氏

演題：今、求められるポリファーマシー対策
～ガイドライン・行政の取り組みを踏まえて～

開催方法：ハイブリッド開催
・ 現地（広島県医師会２階２０１会議室（広島県広島市東区二葉の里３－２－３））
・ウェブ配信（Zoomウェビナー）

研修単位認定：日本医師会生涯教育講座1単位（CC:12（地域医療））  

共催：公益社団法人広島県薬剤師会

詳細は広島県ホームページに掲載
  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/koureishaiyakuhin.html
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県民公開セミナー

医師と
薬剤師が ともに

県民に対し
ポリファーマシーとは何かを伝えていく
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チラシの作成（県民向け・令和６年度）

○ 薬と健康の週間（10月17日～23日）などを活用し、県民向けにチラシを配布

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/kakaritsuke.html
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チラシの作成（患者・患者家族向け・令和７年度）

○ 令和７年７月に、全都道府県、一部の市町・特別区に対し、患者・患者家
族へのポリファーマシー対策の実施状況を調査

○ 調査結果を参考に、地対協で患者・患者家族向けのチラシを作成（消費者
団体にも意見照会）し、県内すべての薬局に配布。県医師会・県歯科医師会
等関係団体にも周知

裏面：「おくすり問診票」
（開発者：国立長寿医療センター 薬剤部／長寿医療研修部
高齢者薬学教育研修室 溝神文博室長）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/poly
pharmacy.html#kenmin
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おわりに
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おわりに

○ 多職種からの気づきをもとに、薬を処方する医師・歯科医師、調剤して
患者に交付する薬剤師が、協働して薬剤調整等を行っていくことが重要

○ そのためには、病院・診療所・薬局だけでなく、介護施設なども含めて、
相互に気軽に情報交換できる場所が必要

○ 多様な主体が参画し、連携・協働を図るためには、情報交換できる場所
を行政が構築することも一案（既存の場所を活用することも有用）

○ ヘルスリテラシーの重要性はより高まっており、地域住民（患者・患者
家族等）が、薬のこと、自分の健康のことをより自分事として捉えられる
よう、継続的な普及啓発を実施していくことが求められる

行政の強みは 調整と情報発信
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